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この広報誌は“ふるさとをきれ
いにする運動”を推進するために
配布しております。

224号

守 屋 新 一

近年の環境問題は、世界規模で取り組まなければならない深刻な問題となっており、温暖化やゴミの不法投棄、大
気汚染など内容も様々です。そのような中で、私たち久米南町環境衛生委員会では何か新しいことに取り組みたいと
思い、令和６年度の環境美化等推進モデル事業で初めて「花いっぱい運動」に取り組みました。約 300 本のパンジー
をプランタに植え、町内外の人が多く集まる場所に設置しました。各所に設置された花はとてもきれいで、環境美化
の推進につながってくれることと期待をしています。
私たち環境衛生委員をはじめ、一人ひとりが小さなことでも何かできることがないかを考え、これからの未来へ住

みやすい地球環境を残していくことが大切であると痛感しています。これからも環境意識の向上に努め、活動に励み
たいと思います。

津山支部
久米南町環境衛生委員会

私たちにできる環境活動

支部だより
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和気における不法投棄対策について

環境問題を考えるきっかけに

展示の様子（岡山市役所１Ｆ市民ホール）

あらゆる地域の悩みの種となっている不法

投棄。各々の地域が対策を講じて、ごみの減

量化に努めています。

和気町環境衛生指導員協議会においても不

法投棄対策を継続的に実施しております。ポ

イ捨て禁止の看板設置、不法投棄が頻発する

地点での監視カメラ運用。これらは実際に一

定の成果も得られ、不法投棄の当事者に直接

声掛けをするといった、良い事例に繋げるこ

ともできました。

不法投棄でもやはり割合が大きいのが家庭

ごみです。缶やペットボトルなど個人が生活の中で自然と発生させてしまうものが多く見られました。つまりは個々

人の意識向上によって不法投棄の相当数の減量が期待できるとも言えるのではないでしょうか。本協議会においても

今後とも環境改善の一助となるよう根気よく活動を続けていく所存です。また、他協議会の効果的な対策についても

吸収させていただき、本協議会の活動内容の洗練に反映させていただきたく思っております。

当協議会では小学生の夏休みの宿題を利用して、「おかやまリサイクル工作コンクール」を開催しております。今回

で第 23 回となりました。

これは、身の回りの不用品を利用した工作を通じて、子供たちの「ものを大切にする心」と、不要だと思われるも

のから「新たにものを創り出す心」を育むなど、環境問題を考えるきっかけになればと思い、実施しているものです。

毎年いろんな工夫をした作品が出されており、今回は市内の小学校 50 校から総数 800 作品が提出され、優秀作品

24 作品を選出しました。

令和６年 12 月 11 日（水）、12 日（木）に岡山市役所１Ｆ市民ホールで展示を行い、市役所を訪れた多くの市民の方々

が児童の作品に見入り、優秀作品に選ばれた児童が、作品と一緒に記念写真を撮影していました。また、テレビ局の

取材もあり、ニュースでは展示の様子や受賞者の名前などが紹介されました。

和気町環境衛生指導員協議会

岡山市環境衛生連合協議会

支部だより

東備支部

岡山市支部
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高梁支部

ポイ捨てに対する取り組み倉敷支部

一斉清掃活動（クリーンキャンペーン）の実施

近年、海ごみ問題が注目されています。早島町は海に面していませんが、ポイ捨てされたごみが河川を伝って、最

終的には海ごみとなることから、私たちにもできることがあると考えています。

早島町環境衛生協議会では、特にごみが多い場所に関しては、ポイ捨て禁止の看板を設置するなど対策を行い、ま

た、水路に落ちてしまったごみに関しては、町に定期的な回収を依頼するなど、本協議会と町で連携した取り組みを行っ

ています。

早島町内で見られるポイ捨てごみの内容としては、弁当ガ

ラなどのプラスチック製品の割合が多くを占めており、まさ

にこのプラスチックが河川を伝って海へ流れ込み、『マイクロ

プラスチック』と呼ばれる微小なプラスチックが海洋生物を

経由し、人体にも影響を与えてしまいます。

今後も看板の設置や町と連携した取り組みを地道に継続す

ることにより、地域の生活環境や海洋保全に繋げていければ

と思います。

高梁市環境衛生協議会では、各地域において河川や道路沿いに不法投棄されたごみの撤去、清掃活動を実施してい

ます。

その中でも、備中地域では毎年９月にサマークリーンキャンペーンとして地域一斉に清掃活動をしており、令和６

年度は９月１日に実施しました。当日は、地域住民や学校ボランティアが中心となって約 200 名が参加し、ごみ約 90

㎏を回収しました。

毎年実施しているにもかかわらず、これだけのごみが捨てられていることに驚きと落胆があり、今後は不法投棄を

抑止するための啓発活動にも力を入れていく必要があると考えています。

投棄されたごみは、そのまま放置されれば景観を損なうだけでなく、高梁川を流れて海ごみにも発展していくもの

であり、山間部にある高梁市にとって、きれいな状態の水を下流域へ送り届ける責務があると感じています。

今後も地域住民と共にこのような活動を継続していくことで、きれいなまちを形成していきたいと思います。

早島町環境衛生協議会

高梁市環境衛生協議会
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環境大臣表彰者のご報告
令和６年 10 月 31 日（木）に神奈川県民ホールで開催された第 68 回生活と環境全国大会の中で、環境

大臣表彰（生活環境改善模範地区及び生活環境改善功労者）として県内の団体及び個人が表彰されまし

たのでご報告します。

この表彰者は、ねずみ、衛生害虫等の防除及び清掃等の地域の環境美化等その他生活環境の改善を積

極的に推進して顕著な成果を上げている地区または、個人に対して授与されるものです。

■生活環境改善模範地区 ・北方東本町町内会（岡山市）
・大和町一丁目町内会（岡山市）

・二　宮　万太郎（御津地区環境衛生協議会）
・西　方　立　夫（上道地区環境衛生協議会）
・川　西　祝　雄（西大寺地区環境衛生協議会）
・小　山　満　雄（倉敷市環境衛生協議会）
・三　宅　義　造（倉敷市環境衛生協議会）
・佐々木　道　子（倉敷市環境衛生協議会）

■生活環境改善功労者（個人）

不法投棄の根絶へ

不法投棄は、住民へ不快感を与えるだけでなく、周

辺環境を破壊する行為であり、本町はもとより、全国

的に取り組むべき課題といえます。

勝央町環境衛生協議会では町と連携し、町職員の巡

回による不法投棄箇所の早期発見や所管警察署への通

報、また不法投棄禁止看板の設置による意識啓発活動

を行っております。

特に不法投棄禁止看板の設置は、一定の抑止効果が

あり、地元住民からの要望又は町職員の巡回により不

法投棄を発見した箇所等に設置しております。

しかし、設置してから時間が経過した箇所は再び不

法投棄が行われ、中には、不法投棄禁止看板の周りにあえて不法投棄を行っていると思われるケースもあります。

今後はこのようなケースを念頭に、古くなった看板を抑止効果の期待できる看板への取り替えや、不法投棄が頻発

する箇所に対するカメラ設置の検討といった地道な活動を通じ、不法投棄の抑制・根絶に向け引き続き活動していく

所存です。

勝央町環境衛生協議会

支部だより

勝英支部
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民間指導者研修会
当協会では毎年、県内３カ所で「民間指導者研修会」を開催しています。
環境保全や美化活動等に関する講演や各地域での活動事例の発表等を行い、環境衛生に関する専門知識を
広めるとともに、参加者同士の情報交換の場となっており、各地区の環境衛生団体の役員が多数参加しました。
また、研修会に先立ち、環境衛生改善活動に多大な功績のあった団体や個人に対する岡山県各県民局長表
彰の表彰式を行いました。

■研修会の主な内容
◎備前ブロック（開催地：岡山市）
　講　演：プロギングでつなぐ美しい海～私たちにできること～
　講　師：ＩＧ岡山ランナーズ 代表 木山 祐子 氏

◎備中ブロック（開催地：倉敷市）
　講　演：地球温暖化のお話　～近年の豪雨災害について～
　講　師：岡山地方気象台 調査官 濱子 訓志 氏

◎美作ブロック（開催地：勝央町）
　講　演：内陸部から流れ出るプラスチックごみの現状について
　講　師：環境保護団体「釣り人みんなで、ごみ拾い」代表 平井 雅明 氏

大気汚染情報お知らせメール

日射が強く、気温が高くなると、大気汚染物質の１つである光化学オキシダ
ントの濃度が高くなります。光化学オキシダントの濃度が高くなると、目や喉
の痛みなどの健康被害が発生することがあるため、オキシダント注意報等を発
令し、注意を呼びかけています。
健康被害防止のため、オキシダント注意報等の発令情報をタイムリーに入手

できるメール配信サービスにぜひご登録ください。（登録作業は約１分）

■オキシダント注意報が発令されたら、どうすればいいの？
屋外での活動を控えるようにしてください。また、症状が出たら安静にし、改善しないときは速やかに医師

の診察を受けてください。

■光化学オキシダントについて、もっと知りたい時には？
光化学オキシダントについて解説したYoutube 動画（約 3分 30 秒）や県ホームページをご覧ください。

登録は
こちらから

Ⓒ岡山県「ももっち」

【Youtube 動画】 【岡山県HP】

岡山県　光化学オキシダント

【メール配信サービス】
岡山県環境文化部環境管理課大気保全班
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美しく豊かで快適な水環境を守るため、浄化槽を使用・管理している「浄化槽管理者」の方は、浄化槽の適正な維
持管理（保守点検、清掃及び法定検査）をする義務があります！！！
浄化槽は、微生物の働きを利用して、トイレ排水や生活雑排水の汚れをきれいにして、川などへ流していますが、

浄化槽は一度設置をすれば放っておけばいいというものではなく、適正な維持管理を行わなければ、汚れたままの水
が流れ出てしまいます。浄化槽はきちんとチェックやメンテナンスを受けてこそ、その浄化能力が十分発揮できるので、
維持管理が適正に行われているか確認をお願いします。
浄化槽に関しての詳細は、下記QRコードを読み取り岡山県環境文化部循環型社会推進課ホームページを参照して

ください。

浄化槽を設置・使用されている皆様へ

岡山県環境文化部循環型社会推進課資源循環推進班

岡山県環境文化部循環型社会推進課一般廃棄物班

※2025年 1月 27日時点

「晴れの国クリーンアップおかやま」ではごみ拾い SNS アプリ「ピリカ」を活用して、岡山県内のごみ拾いを見え
る化しています。県内のごみ拾いの状況や、皆さんの活動の様子が見えたり、ごみ拾い活動の仲間を集めることがで
きます！
1人ひとりの活動をつなげて、きれいなおかやまを実現しましょう。

「晴れの国クリーンアップおかやま」の詳細はこちら→

ごみ拾いをしたら、ピリカにぜひ投稿を！

浄化槽は維持管理が大切です

フタの上に重いものを置かないで !!

電源はいれたままで !!電源はいれたままで !!

日頃から自宅の浄化槽に
関心をもってください！

【ホームページはこちら】

Ⓒ岡山県「ももっち」
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TEL 086-298-2122
FAX 086-298-2496

わたしたちは環境関連事業を通して
　　　社会の持続的発展に貢献します

○資源循環事業　　○環境調査分析事業
○環境学習・普及啓発事業　　

一般社団法人

岡山県ペストコントロール協会

有害な生物防除のプロ集団
カ・ハエ・ゴキブリ

ノミ・ねずみ・ハチ等の防除

〒701-2155  岡山市北区中原551
電　話  ０８６-２０６-６４６４
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岡山県環境衛生協会事務局（岡山県環境文化部循環型社会推進課内）

岡山県岡山市北区内山下２－４－６

TEL.0862267307　FAX.0862242271

「環境のひろば」は当協会のホームページにも掲載しています。

（https://www.pref.okayama.jp/page/462962.html）

お問合せ先

新規賛助会員の募集
　当協会の活動は、賛助会員の皆様による支援金により成り立っています。
　地域に根ざした活動を引き続き行っていくため、当協会では、ご支援いただける個人・団体を募集しています。
地元で行われている清掃活動や不法投棄防止運動等へのご支援をお願いします。
　１口１万２千円で、１口から入会できます。希望される賛助会員の方は機関誌「環境のひろば」に広告（掲載
料２万円）を掲載することができます。

キレイな水環境を守りましょうキレイな水環境を守りましょう

岡山県環境整備事業協同組合岡山県環境整備事業協同組合
〒 701-0202　岡山市南区山田 291-2〒 701-0202　岡山市南区山田 291-2

 ☎ （086）282-6455 ☎ （086）282-6455
FAX （086）282-6685FAX （086）282-6685
https://okayamakankyo.com/https://okayamakankyo.com/


